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 2020 年に改正中小企業退職金共済法が施行され、建退共の掛金納付方式に、現在の「証紙貼付方式」
に加え、「電子申請方式」も追加されました。 
弊社では技能労働者の福祉増進と事務負担軽減のため建退共電子申請を導入いたします。 
協力会社様におかれましては電子化によるメリットをご理解のうえ、建退共電子化と建設キャリアアップの推

進にご協力をお願いいたします。 
 
 
［対象工事］ 
令和 4年度については工事別に導入致します。実施の対象工事につきましては担当者よりご案内いたします。 
 
［電子申請のメリット］ 
① 元請に対する “退職金ポイント”の申請が電子データ（メール）にて可能 
② 退職金手帳への証紙添付や手帳管理が不要 
③ 就労状況の報告に CCUS を活用することにより正確かつ効果的な申請が可能 
 
［費用］ 
電子申請システムの運用に費用はかかりません。 
 
［操作マニュアル］ 
弊社 HP（http://www.hagiwara-inc.co.jp/）→協力会社→総務部からのお知らせ よりダウンロードして
下さい。 
  
［初期準備］ 
① 就業実績報告作成ツールを建設業退職金共済事業本部 HP よりダウンロードして下さい。 

※就業実績報告書作成ツールとは・・・元請、下請間おける共済証紙報告を電子上で連携できるシステム 
※ダウンロード URL︓https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/download/download08.html 

② 就業実績報告作成ツールに自社登録（会社情報新規作成・管理）と技能労働者情報（被共済者情報
新規作成・管理）をご入力ください。 

 
［運用フロー］ 
・運用の流れは証紙添付方式と同様になります。 
※ 次項、運用フローをご確認下さい 

  
［お問合せ先］ 
①システムについて・・・建退共電子申請方式（専用コールセンター）   TEL 0120-006-175 
②運用について・・・萩原建設工業株式会社 総務部 武田   TEL 0155-24-3030 


